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    （１）滋賀県食品自主衛生管理認証制度（Ｓ－ＨＡＣＣＰ）情報 
        ・第６回Ｓ－ＨＡＣＣＰ認証書交付について 
        ・Ｓ－ＨＡＣＣＰ啓発パネルの貸し出しについて 
 
        ─────────────────────────────────── 
 
    （２）滋賀県ホームページ『食の安全情報』について 
 
        ─────────────────────────────────── 
 
    （３）「加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ（第３集：遺伝子組換え食品 
             に関する表示について）｣ の一部改正について 
 
        ─────────────────────────────────── 
 
    （４) 表示Ｑ＆Ａ（シリーズ５） 
        ・製造者表示について  
 
        ─────────────────────────────────── 
 
    （５) 食品回収情報（ 省略 ） 
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（１）滋賀県食品自主衛生管理認証制度（Ｓ－ＨＡＣＣＰ）情報 
 
  ■第６回Ｓ－ＨＡＣＣＰ認証書交付■ 
 
   １０月２５日、下記の施設がＳ－ＨＡＣＣＰ認証基準に適合していると認められ、認証書が交付 
  されました。 
 
  （１）施設名：株式会社やまじょう 
        所在地：湖南市下田３３３５ 
          業 種：漬物製造業 
 
    （２）施設名：株式会社やまじょう 第２工場 
          所在地：湖南市下田３３５０ 
          業 種：漬物製造業 
 
    （３）施設名：棚橋食品 
          所在地：彦根市平田町１１２８ 
          業 種：豆腐製造業 
 
    （４）施設名：株式会社ジャパンフレッシュ滋賀工場 
          所在地：草津市上寺町２００ 
          業 種：飲食店営業 



 
    （５）施設名：関西ベストフーズ株式会社  
          所在地：甲賀市水口町さつきが丘１３  
          業 種：食品の冷凍または冷蔵業 
 
    （６）施設名：日新製薬株式会社  
          所在地：甲賀市水口町宮の前２－６２   
          業 種：清涼飲料水製造業 
 
  認証有効期間：平成１９年１０月２５日～平成２２年１０月３１日 
 
  平成１９年１０月２５日現在、Ｓ－ＨＡＣＣＰ認証施設は、５４施設になりました。 
 
  この認証は滋賀県のホームページで公表しております↓ 
  http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/230ninsyosisetu.html 
 
  ■Ｓ－ＨＡＣＣＰ啓発パネルの貸し出しについて■ 
 
   Ｓ－ＨＡＣＣＰを広く県民 の方々に知ってもらうため啓発パネルの貸出しを行って 
  います。 
 
   見学通路や販売店に掲示していただき、消費者への普及啓発等に利用していただけ 
  たらと思います。 
 
   貸出しをご希望の方は食品安全監視センターまでご連絡ください。 
    
             詳しくは下記アドレスをご確認ください。 
        ↓    ↓     ↓     ↓ 
  ┏ ──────────────────────────────── ┓  
   http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/235paneru-annai.html 
  ┗ ──────────────────────────────── ┛    
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（２）滋賀県ホームページ『食の安全情報』について 
 
   滋賀県ホームページ『食の安全情報』のトップページのアドレスが下記アドレスに変更に 
  なります。お気に入り等に登録されている方は、変更お願いします。 
 
      『食の安全情報』トップページの新しいアドレス 
        ↓    ↓     ↓     ↓ 
   ┏ ──────────────────────────── ┓ 
       http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/shoku/index.html 
   ┗ ──────────────────────────── ┛ 
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（３）「加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ（第３集：遺伝子組換え食品に関する表示について）｣  
  の一部改正について 
 
   従来のものと組成、栄養価等が著しく異なる農産物（特定遺伝子組換え農産物）に高リシン 
  とうもろこしが追加されました。 
 
   それに伴い、「加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ（第３集：遺伝子組換え食品に関する表 
  示について）」の一部が改正され、高リシンとうもろこしに関する問い（問Ⅰ－３、Ⅰ－５、 
  Ⅳ－４）が追加されました。ご確認ください。 
 
   ～高リシンとうもろこしとは～ 
 
   １．高リシンとうもろこしは、飼料用に開発されたものでです（デント種）。 
   ２．本組換えとうもろこしの開発により、家畜用飼料に添加するリシンの量の軽減又は 
     添加を不要とし、従来よりも高濃度のリシンを含むとうもろこしを直接家畜用飼料 
     として供給できるとされています。 
   ３．なお、本組換えとうもろこしについては、飼料用に開発されていますが、食品につ 
     いての安全性審査を終了しています。 
 
厚生労働省ＨＰ 



『加工食品の表示に関する共通Ｑ＆Ａ（第３集：遺伝子組換え食品に関する表示について）』のアドレス↓ 
http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/dl/tp0329-2.pdf 
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 (４) 表示Ｑ＆Ａ（シリーズ５） 
   
   第五回目は、製造者表示について取り上げたいと思います。 
 
  ■製造者表示とは■ 
 
   製造者等の表示は、製造者の場合であれば、原則として製造者の氏名（法人の場合は法人名） 
  と製造工場の所在地を表示します。 
 
   次の１、２のような必要がある場合などには、例外的に、あらかじめ厚生労働大臣に届け出 
  た製造所固有記号をもって表示できます。 
    
   ※乳・乳製品等については、２のような（他社工場の名称、所在地に代えて、販売者の名称、 
   所在地を表示する場合）製造所固有記号の表示は、認められていません。 
 
 ┌────────────────────────────────────────────┐ 
 │１．本社とは異なる所在地の自社工場で製造した食品に本社の名称、所在地を表示したい場合  │ 
 └────────────────────────────────────────────┘ 
   →製造所固有記号の表示により、自社工場の所在地に代えて、本社の所在地を表示できます。  
 
      製造者 :○○食品株式会社 ＡＢ１    
                △△県××市□□１－１－１ 
 
 ┌────────────────────────────────────────────┐ 
 │２．製造を他社工場（ 製造所） に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示したい場合│ 
 └────────────────────────────────────────────┘ 
   →製造所固有記号の表示により、委託先他社工場の名称、所在地に代えて、販売者の名称、所 
    在地を表示できます。ただし、その際に表示する販売者の所在地は本社の住所とします。 
 
      販売者 ：○○製菓株式会社 あイＵ     
             △△県××市□□１－１－１     
 
   表示方法は、あらかじめ厚生労働省に届け出た製造所固有記号（アラビア数字、ローマ字、 
  平仮名もしくは片仮名またはこれらの組合せによるもの。）を、製造者または販売者の名称の 
  次に表示します。具体的な表示例は上記のとおりです。 
   
   なお、容器包装の形態から判断してやむを得ず名称の次に表示することができず、製造所固 
  有記号であることが明らかに分かる場合にあっては、次の例に示すように表示しても差し支え 
  ありません。この場合にあっても、製造所固有記号の記載場所を示す表示は製造者又は販売者 
  の名称の次に表示することになります。   
 
       【表示部分】         【記載部分】 
    「製造所固有記号缶底左側に記載」  「ABC/Lot.1」 
    「製造所固有の記号缶底に記載」   「ABC」 
 
  ■Ｑ＆Ａ■ 
 
    ＜Ｑ１＞ 製造所固有記号には使えない文字や文字数制限がありますか？ 
 
    ＜Ａ＞  製造所固有記号は、アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれ 
        らの組合せであれば、文字数の制限はなく、表示することができます。 
         （「－」「・」「．」「 ＿ 」等の記号は使用できません。） 
 
  ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 
 
    ＜Ｑ２＞ １社の販売者から依頼を受けて１つの工場（製造者）が複数の食品を受託製造 
        している場合、ひとつひとつの食品ごとに製造所固有記号を変えることはできま 
        すか？ 
 
    ＜Ａ＞  製造所固有記号は、１工場（製造所）に１記号を原則としています。したがっ 
        て、食品ごとに製造所固有記号を変えることは認められません 
 



         ただし、当該工場（製造所）が複数の販売者から製造を委託されている場合に 
        は、当該工場（製造所）と複数ある販売者の組合せごとに、製造所固有記号の取 
        得が必要となるため、１工場（製造所）に複数の記号が認められる場合がありま 
        す。この場合、それらの記号が同一であることは問題ありません。 
 
  ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 
 
    ＜Ｑ３＞ 製造所固有記号の変更や廃止のための届出制度はありますか？ 
 
    ＜Ａ＞  届出済みの製造所固有記号について、変更届や廃止届といった手続きは設けら 
        れておりません。したがって、製造所固有記号番号の変更や廃止を希望する場合 
        は、次のとおりとなります。 
 
               変更を希望する場合： 新規の届出 
               廃止を希望する場合： 手続は不要 
 
  ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 
 
厚生労働省ＨＰ『製造所固有記号に関する手引き（Ｑ＆Ａ）』のアドレス↓ 
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa/dl/070605a.pdf 
 
厚生労働省ＨＰ『製造所固有記号の届出をしようとする方へ』のアドレス↓ 
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/koyuukigou/index.html 
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  食品安全監視センターの所在地・連絡先  
   〒５２０－０８３４  
     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  
      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  
      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    
       Email ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  
       http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  
     
   ≪交通案内≫  
     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  
     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  
      「晴嵐」交差点の角（ちなみに周辺は近江八景の一つ「粟津の晴嵐」です。） 
    
           
 ◆───―――――――――－- -  -通信編集担当より-  - - -－―――――――――───◆ 
 
               ,       １１月になりノロウイルスが猛威をふるう時期になりました。昨年度 
        ; ;      の全国のノロウイルスによる食中毒事件の月別発生状況をみても、１０  
   ,,   ； ；   ,,  月が２７ 件（1,475 名）であったのに対し、１１月には１２４件 
   ', ':, ； ； ,:' ,' （6,220 名）と急増しています。 
    ', ',; ;,' ,'       
     ';,,  ,,;'      また、患者数が 500 名以上の事例は、６件（5,118 名）であり、都道 
     ,' ,'|', ',    府県等からの報告によると、発生原因については、すべての事例におい 
    ' ''' | ''' '   てノロウイルスに感染した調理従事者等が汚染源と推察されています。 
        |        
               今一度、従業員の健康管理の徹底や手洗いの励行を確認し、食中毒防 
              止に努めましょう！！  
      『もみじ』 
  
         みなさまからのご意見・ご感想は下記アドレスまでお寄せ下さい。 
                  
              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
       また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページ  
      の食の安全情報にアクセスしてください。 
                   ↓  ↓  ↓  
           http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/shoku/index.html 
 
 
       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 



                        ↓  ↓  ↓ 
        http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 
              
 ◆───――――――――－- -  -        -  - - -－――――――――――───◆ 


